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歯科医師臨床研修に関する省令等の改正について（概要）  

資料1－1歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令  

の一部を改正する省令について（概要）  

（平成19年2月23日厚生労働省令第10号）  

資料1－2  「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省  

令の施行について」の一部改正について（概要）  

（平成19年2月23日医政発第0223005号）  

資料1－3 「大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う臨床研修施設の  

特例について」の一部改正について（概要）  

（平成19年2月23日医政発第0223006号）  

資料1－4  「歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの情報提供に関する依  

頼について」の一部改正について（概要）  

（平成19年2月23日医政発第0223007号）  

資料1－5 歯科医籍への登録申請手続等の概要  

資料1－6 臨床研修施設の指定申請に係る手続きの変更点（概念図）  

（注）  

「施行通知」：歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省  

令の施行について（平成17年6月28日医改発第0628012号）  

「特例通知」：大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う臨床研修施設の  

特例について（平成17年7月29日医政発第0729044号の1）  

「依頼通知」：歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの情報提供に関する依  

頼について（平成17年7月29日医政発第0729044号の2）   



・月 

′ 
歯科医輔傷儲∴6条償戊憲一】項に規定す・志塩練研修に関する省弓う珠トニ部を  

改正する省令について  

平成19年1月  
医政局歯科保健課  

L 
平成18年4月より歯科医師臨床研修制度が必修化されたことを踏まえ、臨床研修  

修了者が臨床研修を修7した旨の歯科医籍の登録を受けようとするための手続等を定   

めるもの。  

2．改正の内容  

○ 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、臨床研修を修了した者   

に対して臨床研修修了証を交付したときは、交付日から起算して1ケ月以内に、修   

了者の氏名及び生年月日を記載した一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならな   

いものとすること。  

○ 臨床研修を修了した旨の歯科医籍の登録を受けようとする者は、申請書に臨床研   

修修了証及び歯科医師免許証の写しを添え、厚生労働大臣に提出しなければならな   

いものとすること。  

○ 臨床研修修了登録証の書換交付を受けようとする者は、申請書に臨床研修修了登   

録証及び歯科医師免許証の写しを添え、厚生労働大臣に提出しなければならないも   

のとすること。  

○ 臨床研修修了登録証の再交付を受けようとする者は、申請書に歯科医師免許証の   

写しを添え、厚生労働大臣に提出しなければならないものとすること。  

○ 臨床研修施設群の臨床研修施設の構成に変化がある場合には、当該臨床研修施設   

群に係る臨床研修施設の全部又は一部の指定を同時に取り消すことができるものと   

すること。  

3． 
． 

平成19年4月1臼  

（平成19年2月23日厚生労働省令第川号）   



担三こ】－三三j  

平成19年2月  

「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関   

する省令の施行について」の一部改正について（概要）  

ロニ垂画   

医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修部会意見書（平成18年3月14日付け   

及び同年10月3日付け）を踏まえ、所用の改正を行うもの。  

lう‾＿主な改正内卓   

（1）研修管理委員会の要件として、研修の評価、修了認定等に関する規定を追加す  

ること。  

（2）臨床研修の評価に関する規定を追加すること。  

（3）臨床研修の中断及び再開並びに未修了に関する規定を追加すること   

（4）臨床研修を修了したと認める基準に関する規定を追加すること。  

（5）（3）及び（4）に関する様式を追加すること。  

（6）臨床研修施設群の構成に変化があった場合に関する規定を追加すること。  

（7）（6）に関する様式を改訂すること。  

（8）その他所用の改正を行うこと。  

匡二重毎回  

発出日（平成19年2月23日）  

（平成19年2月23巨］医改発第0223005号）   



∋ノ沖H 」J  

平成一t9年2月  

「歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの情報提供に  

関する依頼について」の一部改正について（概要）  

［亡二重司   

医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修部会意見書（平成18年10月3日付   

け）を踏まえ、所用の改正を行うもの。  

主な改正内容  

（1）臨床研修施設群の構成に変化があった場合に関する規定を追加すること。   

（2）その他所用の改正を行うこと。  

発出日（平成19年2月23日）  

（平成19年2月23日医政発第0223007号）   



圃里‘；j  

平成19年2月  

「大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う臨床研  

修施設の特例について」の一部改正について（概要）   

医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修部会意見書（平成18年10月3日付   

け）を踏まえ、所用の改正を行うもの。  

し亘＿車を改正由恵」   

（1）臨床研修施設群の構成に変化があった場合に関する規定を追加すること。  

（2）（1）に関する様式を改訂すること。  

（3）その他所用の改正を行うこと。  

発出日（平成19年2月23日）  

（平成19年2月23日医政発第0223006号）   



（臨床研修修了登録証の交付申請手続から交付まで）  

単独型／管理型臨床研修施設  ①臨床研修修了証の交＿吐  

臨床研修修了者  
（相当大学病院）  

臨床研修修了証を作成  

研修修了者一覧表を作成  ②臨床研修修了登録証  

の 錮話   

⑤臨床研修修了登録証  
の 交 付  

①’研修修了者一覧表を提出  

地方厚生局  

※ 単独型／管理型臨床研修施設（相当大学  

病院）の所在地を担当する地方厚生局  
厚生労働大臣  
歯科医籍への登録  

臨床研修修了登録証の発行  
申請書の受付、申請内容の審査  

臨床研修修了登録証の交付  

0 申請に必要な書類  
（1）申請書：3，100円分の収入印紙を貼付すること  
（2）臨床研修修了証の写し：A4の大きさとすること  

（大学病院・外国の病院で臨床研修を修了した者の場合は、これに相当する書類の写し）  
（3）歯科医師免許の写し：A4の大きさとすること  

・三■ 臨床研修修了登録証送付用封筒に560円分の切手を貼付すること亡  

0 氏名・本籍地都道府県名等の歯科医籍の登録事項に変更がある場合には、  
先に歯科医籍の訂正申請を行い、その終了後に臨床研修修了登録証の交付申請を行うこと。  

※ 臨床研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、書換交付の申請（臨床研修修了登録証を破り、汚し、または失ったときは再交付の申請）を  

することができる。ただし、こうした場合には、住所地を担当する地方厚生局へ書換交付申請書（再交付申請書）を提出すること。  
一肌＿ 



粍源研瞳施設肺に挽ノノ」理施設を力川絆する勘三；、  

（施行通知に規定）  

管理型臨床研修施設となる病院又は診療所  病院又は診療所 A  

指定申請書（様式1）  

研修プログラムを別添で添付   

プログラム責任者履歴書（様式2）   

■ 

提出書類不要  

協力型臨床研修施設 B  
臨床研修施設相互の  

連携体制を示す書類  

（様式6）  

提出書類不要  

て…●……■……■■■  

協力型臨床研修施設 C  

提出書類不要  ＼  
＼  

＼  
＼  

＼  

群から削除しようとする  
協力型臨床研修施設  

＼  
＼  

協力型臨床研修施設 D  

・取消申請書（様式10）  

群に追加⊥ようとする  

協力型臨床研修施設  

病院又は診療所 E  

指定申請書（様式1）  

歯科医師名簿（様式3）   様式：施行通知におめるもげ〕  



脇カナ1封什与太学病院と共l司して臨掠研修を実施する場′子う、  

管理型臨床研修施設となる病院又は診療所  大学病院A（協力型相当）   



資料1Ⅷ  、  管理型朝当大学病院と共同して臨症研磨競右う場去合  
病院又は診疲所 A   

＼   

＼  




